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総
会
後
の
記
念
講
演
会
は
、
講
師
に
元
神
戸

新
聞
写
真
記
者
の
金
居
光
由
さ
ん
を
お
招
き

し
、「
震
災
の
教
訓
を
語
り
継
ぐ
～
震
災
報
道
、

地
元
紙
の
役
目
と
は
～
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
を

し
て
い
た
だ
き
、
全
日
程
を
終
了
し
ま
し
た
。 
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二
〇
二
五
年
度
通
常
総
会
を
五
月
二

八
日(

水)

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
、
尼

崎
市
立
中
央
北
生
涯
学
習
プ
ラ
ザ
で
開

催
し
ま
し
た
。 

 

は
じ
め
に
、
谷
川
会
長
の
あ
い
さ
つ

が
あ
り
、
続
い
て
、
来
賓
の
北
村
尼
崎

市
議
会
議
長
の
あ
い
さ
つ
と
、
地
域
総

合
セ
ン
タ
ー
担
当
課
長
よ
り
、
尼
崎
市

長
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
代
読
に
続
き
、
森

山
教
育
長
か
ら
の
祝
電
披
露
が
あ
っ
た

後
、
議
長
選
出
を
行
い
、
冒
頭
の
出
席

状
況
の
報
告
で
は
、
正
会
員
五
二
三
名

の
内
、
出
席
正
会
員
五
七
名
、
委
任
状

提
出
正
会
員
三
五
四
名
の
計
四
一
一
名 

で
あ
り
、
定
款
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

総
会
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
続
い
て
議
案
の
審
議
に
入
り
、

二
〇
二
四
年
度
の
事
業
報
告
及
び
決
算
報

告
、
監
査
報
告
、
役
員
の
改
選
案
が
事
務

局
よ
り
提
案
さ
れ
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り

可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
三
月
の
理
事
会
で
決
定
さ
れ
た
二

〇
二
五
年
度
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に

つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、
満
場
一
致
で
了

承
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
に
、
杉
山
副
会
長

が
閉
会
あ
い
さ
つ
を
行
い
、
引
き
続
き
人

権
啓
発
に
ま
い
進
す
る
決
意
を
総
会
の
総

意
と
し
ま
し
た
。 

 

２０２５年度通常総会のようす 

 

 
 

記念講演会のようす 
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(公社)尼崎人権啓発協会「会員募集！」 
 

尼崎人権啓発協会は、尼崎市民に人権問題の啓発を推進し、人権問題に対する正しい認識と

深い理解を広げること等により、人権問題の解決に寄与することを目的とした公益社団法人で

す。社団法人の基本となるのは、お一人ひとりの社員（会員）です。団体の設置目的に賛同し、

事業に協力していただける方を募集しております。 
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人権文化いきづくまちあまがさき 
をめざし各種事業を展開します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２回 ハートフル・シネマ ㏌ あまがさき 

映画「港に灯がともる（119分 字幕あり）」を上映 

８月２日（土） ① 10時 30分開演（受付 10時） 

② 13時 30分開演（受付 13時） 

場所 尼崎市教育・障害福祉センター4階視聴覚室 

定員 各 100人（午前・午後とも） 入場無料 

お申込み問合せは、7月 7日（月）から 

電話・FAX(氏名、連絡先、FAX番号、参加時間を記入 

の上)尼崎人権啓発協会(06-6489-6815/FAX6818）まで 

 

 

 

 

７月１９日（土） 10時 30分～正午まで 

場所 尼崎市中央北生涯学習プラザ３階小ホール 

定員 30人 入場無料 

お申込み問合せは、7月７日（月）から 

電話・FAX(氏名、連絡先、FAX番号を記入の上) 

尼崎人権啓発協会(06-6489-6815/FAX6818)まで 

内 容 

 テーマ：「戦前・戦中・戦後」について 

講 師：兵庫県原爆被害者団体協議会 

      顧問 岡邊 好子 さん 

 

平和啓発推進事業講演会  
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１ 人権問題に関する啓発事業 
（１） 地域啓発事業の実施 
  ①人権問題講演会及び各種研修会の開催 
  ②地域の人権啓発指導者の養成及び人権啓発グ

ループ等の養成 
  ③地域市民交流促進事業の実施 
  ④啓発誌の発行等啓発広報事業の実施 
（２） 各種団体の人権啓発事業への助成 
（３） 人権週間事業 

①街頭キャンペーン 
②人権問題講演会の開催（協働契約事業） 
③人権啓発紙の発行 （協働契約事業） 

２ 人権問題に関する研修会、調査及び研究事業 
（１） 人権問題講演会の実施 
（２） 各種研修会の実施 
  ①じんけんスタディツアー事業（協働契約事業） 

②市職員研修（協働契約事業） 
（３）人権問題啓発指導者の育成 
  ①人権総合連続講座事業（協働契約事業） 
  ②協会職員の講師派遣 
（４）調査及び研究事業 

①インターネット差別書込みモニタリング事業 
   （協働契約事業） 
  ②旧同和地区実態調査・研究事業 
  ③人権相談業務 

（５）人権問題資料コーナーの充実 
（６）学習教材の研究・作成 
（７）人権問題市民啓発映画上映等事業（協働契約事業） 
  ①巡回映画会の実施 
  ②大規模人権啓発映画会（ハートフルシネマ in

あまがさき）の実施 
③視聴覚教材の貸出し・講師の紹介 

（８）平和啓発推進事業（協働契約事業） 
  ①平和啓発推進による講演会の開催 
  ②平和ﾓﾆｭﾒﾝﾄ等のリーフレットの作成、配布 

③被爆体験ＤＶＤの活用 
３ 尼崎市立地域総合センター南武庫之荘の管理運

営事業（指定管理事業） 
（１） 人権に関する啓発事業 

①イベント事業 
②研修会・講演会事業 
③情報発信事業 
④その他(啓発グッズの掲示・貸出、資料等の提供) 

（２） 相談事業 
（３） 施設の貸与事業（公益目的使用の貸与） 
（４） その他の事業 各種講座の実施 

202５（令和７）年度事業計画（骨子） 

当協会は、これまで市をはじめ関係機関・団体と連携を図りながら、地域における住民交流の促進や

市民啓発の推進等に取組み、あらゆる人権問題の解決に寄与するとともに、公益法人にふさわしい事業

の拡大や安定的な経営基盤の確立に向けた取組みを進めてきた。 

2017(平成 29)年 10月には、取り巻く環境の変化を踏まえ、あらためて協会の社会的役割を明確にする

ため協会のビジョン（めざす姿）として、「あらゆる人権問題の啓発」、「全市的な人権啓発活動」、「身近

な指導者の育成」、「様々な団体の側面的支援」を４つの柱に、中長期的な視点で組織、事業、財務の基

盤強化を図ることを目的に、2018(平成 30)年度を初年度とする中期経営計画を策定し、計画の推進を図

ってきた。 

また、本計画の着実な推進を図るため、「今後のあり方検討委員会」において、３か年毎に進捗状況を

総括し、取組みの具体的検討及び計画の進行管理を行ってきた。2022（令和４）年度には、市からの５

つの啓発事業(2015 年度～)の受託を見直し、協働契約を締結することで当協会が真に市行政のパートナ

ーとしての位置付けを明確にした。 

そのことから、2025(令和 7)年度は引き続き次のような取組みを行い、計画を着実に進めていくことと

する。 

組織基盤の強化として、単年度ごとに減少する会員数の歯止めとして、実施事業や研修などの場で個

人会員、団体会員の新規加入者の獲得や市職員の係長以上の未加入者全員に加入依頼するなど、会員の

加入促進、減少防止に向けた方法等を引き続き行っていく。 

事業面では、個別事業ごとの事務事業評価を行い、より効果的な啓発事業を目指して取組み、「あらゆ

る人権問題の啓発」、「全市的な啓発活動」を進めていく。さらに、人権問題や課題を把握するため、相

談業務の充実を図る。 

人権啓発の拠点である地域総合センター南武庫之荘の指定管理者として６年目を迎える中、センター

事業の充実とともに他の地域総合センターと連携し、人権文化いくづくまちあまがさきを目指し、人権

啓発の創造に向けて取組んでいく。 

財務基盤強化は、歳入歳出の収支バランスの適正化を図り、公益法人にふさわしい事業の拡大や安定

的な経営基盤の確立に向け、より一層積極的に検討を行っていく。 


